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第1章  はじめに 
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1-1 計画の背景と目的 

 

今治市では、人口減少・少子高齢化や自家用自動車への依存に加え、新型コロナウイルス感染症（以

下「コロナ」という。）の影響により、公共交通の利用者数は大きく減少し、現在も以前の水準までは戻っ

ていません。また、運転手不足や２０２４年問題と呼ばれる労働上限時間の規制変更も相まって、交通事

業者の経営努力だけで公共交通サービスを維持していくことが難しい状況となってきています。 

また、アフターコロナで市民の生活や移動が大きく変動する中、近年はデジタル技術が大きな影響を

もたらしており、交通分野の DX化やＭａａＳ、自動運転技術の実装が全国的に進められる等、公共交通

を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。 

こうした情勢を踏まえ、今治市では、利便性と市の財政の健全性の両面に配慮した、誰もが利用しや

すく持続可能な公共交通体系を実現することが喫緊の課題となっており、今後は、行政・交通事業者・市

民のそれぞれが役割を果たすとともに連携を深めながら、地域公共交通を確保・維持していくことが求

められます。 

本計画は、上記背景を踏まえ、今治市の地域公共交通のあり方や目指すべき方向性、具体的な取組

を共有するため、策定するものです。 

 

 

1-2 計画の位置付け 

 

本計画は上位計画である「第２次今治市総合計画」、「今治市都市計画マスタープラン」および関連す

る愛媛県地域公共交通計画の目標・方針に基づきつつ、観光や環境分野等における各種計画とも整合

を図りながら、今治市における地域公共交通のあり方や取組内容、進め方を示すものです。 

 

 

▼計画の位置付け 
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1-3 計画の進め方 

 

前計画（計画期間：令和２年度～６年度）では、表面化している問題に対応するため、主に「持続可能

な運行体系の見直し」や「交通不便地域や移動手段が不足する層への対応」を行ってきました。しかし、

コロナ等の影響で公共交通利用者の減少が著しく、地域公共交通の確保・維持が難しい状況となってき

ています。 

また、公共交通の利用を促していくためには、外出のきっかけとなるよう観光やまちづくり活動と連動

させたサービス提供が必要ですが、これらの分野との連携は不十分であり、まずは関係者を巻き込みな

がら、できることから取り組んでいく必要があります。 

これらの状況を踏まえ、本計画では、公共交通の持続性を向上していくため、効率化やネットワーク再

編等は引き続き対応していくとともに、セカンドステップとして、今治市が目指す“住み続けたいまちづく

り”へとつながる体制構築や素地づくりを推進していきます。 

 

 

▼計画の進め方  
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1-4 計画期間及び計画区域 

 

(1) 計画期間 

 

本計画は、令和７年度～令和１１年度の５年間を対象とします。 

※計画内容を変更する必要が生じた場合は、計画期間に関わらず適宜見直しを行います。 

 

(2) 計画区域 

 

本計画は、今治市全域を対象とします。 

 

▼計画対象区域 
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第2章  今治市の現状・課題及び公共交通の目指す姿 
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2-1 地域・公共交通の現状 

(1) 人口・地域の状況 

 

今後も人口減少・高齢化が進むことが想定 

・人口は近年減少傾向となっており、令和３２年には１０万人を下回る見込みとなっています。また、

高齢化も進み、今後も６５歳以上の高齢者が約４割を占めることが推定されています。 

・社会動態をみると、転出数が転入数を超える社会減少が続いている状況です。 

【今治市に求められること】 

人口減少・高齢化は、税収等の減少や社会保障関係費等の増加が見込まれ、長期的には財政硬

直化につながることが懸念されます。財政に余裕がなくなると、行政サービスの低下を招く恐れがあ

るため、住み続けたいまちとなるように基盤を整え、人口流出を防いでいくことが求められます。 

 

▼人口・世帯数の推移                   ▼年齢構成比の推移 

   

出典：国勢調査（実測値）、今治市人口ビジョン（予測値） 

▼社会動態 

 

出典：今治市統計資料 
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市域全体に居住地が広がっており、特に高齢化率は島しょ部や中山間地域で高い 

・今治市は、平成１７年１月に１２市町村が合併してできた都市で、市域は、沿海部の平野、南側の中

山間、島しょ部からなっています。 

・旧今治市に人口が集まっていますが、旧市町村の支所付近も比較的人口が多くなっています。 

・島しょ部や中山間地域では、高齢化率が４０％以上となっている地域が多くなっています。 

【今治市に求められること】 

市街地が拡散していると広範囲にわたるサービスの提供が必要となるため、持続的なサービス提

供が困難となっていくことが懸念されます。そのため、地域拠点への居住・施設の誘導とあわせて、

地域公共交通の再編を行い、コンパクトなまちづくりを進めていくことが求められます。 

▼合併前の今治市・越智郡 11 町村  

    

▼人口の分布状況 ▼高齢者（65 歳以上）の分布状況 

   

出典：令和２年国勢調査                  出典：令和２年国勢調査  
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(2) 公共交通の状況 

 

市民の多くが自家用車を利用しており、一方で公共交通の利用者は減少傾向 

・鉄道、路線バス、航路の公共交通ネットワークが市全域に整備されていますが、各交通手段の利

用割合は、自家用車が約７割を占めており増加傾向となっています。一方で、鉄道やバスなどの公

共交通の利用は５％未満となっており、ほとんど利用されていない状況です。 

・公共交通の利用者数はコロナで大きく減少し、現在も以前の水準までは戻っていません。 

【今治市に求められること】 

自家用車の一部が公共交通に利用転換することで、利用者確保・収支改善につながり、サービス

の維持や利便性向上の投資に発展していくことも期待されます。そのため、利用者の移動実態・ニ

ーズにあわせて、公共交通を利用しやすい環境を整えていくことが求められます。 

 

▼公共交通ネットワークの状況  

    

▼各交通手段の利用割合（今治市常住者）       ▼公共交通利用者数の推移  

     

出典：国勢調査            出典：今治市、四国旅客鉄道㈱  
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高齢者だけでなく、市民の多くが将来の移動・外出に対して不安を抱えている 

・８０代以上の高齢者は他の年代と比べて公共交通の利用が多い一方で、外出頻度は少なく、お出

かけを控えるケースも多くなっています。 

・全体として公共交通サービスに対する不満割合が高く、将来の外出不安も大きくなっています。 

【今治市に求められること】 

今は自家用車で移動ができていても、高齢になるにつれ移動を公共交通に頼らざるを得ない状

況となっていくことが想定されます。公共交通を利用しやすい環境を整え、高齢者等の移動を支え

るとともに、将来にわたって住み続けられるまちを実現していくことが求められます。 

 

▼普段利用する交通手段（複数回答）        ▼普段の外出頻度 

   

▼控えている行動の有無                ▼移動・外出に対する不安 

   

▼公共交通サービスに対する満足度        ▼行政支援に対する考え 

   

出典：令和６年度今治市市民アンケート調査結果 
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収支悪化や運転士不足等により、交通事業者の経営努力だけではサービス維持が困難 

・利用減少に伴い収益率は低下しており、行政からの補助は年々増加傾向となっています。 

・バス事業者だけでなく、全ての交通事業者において運転士不足が深刻化している状況です。 

【今治市に求められること】 

公共交通サービスを維持していくためには、行政による補助・支援が必要不可欠な状況です。

しかし、財源は限られているため、必要性や優先度を見極めながら支援を行うとともに、ネットワー

クの効率化を図る等、収支改善につながる取組が求められます。 

▼公共交通の収益率及び補助の状況 

      

 

出典：今治市 

▼交通事業者の現状及び事業方向性等（令和５年度ヒアリング調査より抜粋） 
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(3) 観光・まちづくりの状況 

 

サイクリング等の観光需要は依然として高い 

・県内では松山圏域に次いで県外観光客数が多く、令和５年は約３００万人が来訪しています。 

・広島県尾道市と今治市を結ぶ「しまなみ海道サイクリングロード」がナショナルサイクルルートに

指定されており、サイクリング観光客が多く訪れています。レンタサイクルの貸出数も、コロナ前と

比べて８割近くまで回復しており、令和５年度で約５万３千台の利用となっています。 

【今治市に求められること】 

観光振興により、消費拡大や雇用創出、市民のシビックプライド醸成等の効果が期待されてい

ます。今治市はサイクリング等の観光資源も多く、また観光需要も高いため、これらの基盤を活か

しながら観光体験の充実化を図り、更なる誘客を推進していくことが求められます。 

 

▼県内観光地区別の県外観客数の推移      ▼レンタサイクルの貸出数 

   

出典：愛媛県オープンデータカタログサイト             出典：今治市統計書、今治市 

 

▼ナショナルサイクルルートの指定状況 

   

出典：国土交通省ＨＰ（ナショナルサイクルルート） 

964 989 964 932 1,043

569 538

614 734

3,190 3,217 3,206
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2,918
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新たな交通サービスや MaaS アプリ等、新技術の活用が進められている 

・AIオンデマンド交通の運行や民間事業者によるアプリ展開等、新技術を活用した利便性向上の

取組が進められています。 

【今治市に求められること】 

近年、デジタル技術の発展はめまぐるしく、これらの技術を活用することで、業務効率化や生産

性向上、新たな価値・魅力創出等が期待されています。一方で、新技術の導入にはコストがかかっ

たり、利用方法がわかりにくい等の課題もあるため、既に展開されているサービスや知見を上手く

取り込みながら、利便性向上を図っていくことが求められます。 

 

 

▼AI オンデマンド交通の運行 

  【チョイソコおおみしま】               【mobi】 

     

 

▼市内で展開されているアプリ（左：チケットアプリ、右：サイクリングサポートアプリ） 

       

出典：四国旅客鉄道㈱ＨＰ                出典：（一社）しまなみジャパンＨＰ  
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2-2 まちづくりにおける公共交通の役割 

 

「第２次今治市総合計画」や「今治市都市計画マスタープラン」など、上位計画や関連計画では、今治

市が目指していくまちづくりの方向性が整理されています。 

地域公共交通の確保・維持にあたっては、本市が掲げるまちづくりの方向性と整合を図る必要がある

ことから、上位・関連計画の内容を踏まえ、公共交通に求められる役割を以下のように整理します。 

 

 

▼今治市におけるまちづくりの方向性と公共交通に求められる役割 
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2-3 今治市における公共交通の課題及び目指す姿 

 

地域・公共交通の現状及び公共交通に求められる役割を踏まえ、今治市における公共交通の課題及

び目指す姿を以下のように整理します。 

本市においては、地域・交通事業者・行政をはじめ市民全員で誰もが利用しやすい持続的な公共交

通を創出し、ずっと住み続けられるまちづくりに貢献するように、守り、育てていくことを目指します。 

 

 

▼今治市における公共交通の課題と目指す姿 
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第3章 今治市における公共交通の基本方針及び目標 
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3-1 公共交通の基本方針・目標 

 

第２章で整理した公共交通の課題及び目指す姿を踏まえ、本市における公共交通の基本方針及び目

標を以下のように定めます。 

 

 

▼今治市における公共交通の基本方針と目標 
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3-2 公共交通ネットワーク確保の考え方 

 

(1) 公共交通ネットワークの基本的な考え方 

公共交通ネットワークの確保・維持にあたっての基本的な考え方を以下のとおり整理します。 

 

▼公共交通ネットワーク形成の基本的な考え方 

・需要や運行実績に基づき、バス路線を幹線交通と支線交通に整理し、運行サービス水準の適正化を図る。 

・地域と連携して利用実態やニーズを確認しながら、路線効率化やネットワークの見直しを行う。 

・異なる交通モード間の連携を強化し、公共交通ネットワーク全体のサービス利便性を高める。 
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(2) 公共交通の位置付け・役割 

移動区間や利用目的等に応じて公共交通の位置付け・役割を以下のとおり整理します。 

 

▼公共交通の位置付け・役割 

位置付け 路線・系統 役 割 確保・維持策 

基
幹 

広域交通 

・JR予讃線 

・各高速バス路線 

・路線バス（特急線、周

桑営業所線） 

・航路（盛～忠海、今治

～木江、今治～土生） 

・市域を跨ぐ都市拠点間

の移動を支える。 

・通勤通学等の日常生活

だけでなくビジネス、観

光等多様な目的の移動

を担う。 

・交通事業者と協議の上、一

定以上の運行サービス水準

を確保する。 

・路線バス（新居浜線） ・地域公共交通確保維持事

業（幹線補助）を活用し持続

可能な運行を目指す。 

幹線交通 

・路線バス（急行線、桜

井団地・唐子台循環

線、桜井団地線、星之

浦線、小浦大浜線、イ

オン線、玉川支所線、

桜井線、シャトルバス） 

・市民生活を支える幹線

軸として拠点間を結ぶ。 

・通勤通学、買物、通院等

の日常生活を支えるとと

もに、広域交通と接続す

ることで観光、ビジネス

等多様な目的の移動を

担う。 

・交通事業者と協議の上、一

定以上の運行サービス水準

を確保する。 

・路線バス（菊間線、小

部・波方ループ線） 

・地域公共交通確保維持事

業（幹線補助）を活用し持続

可能な運行を目指す。 

・需要や運行実績に基づ
き、必要に応じて幹線交通
と支線交通に整理する。 

・航路（尾浦～宮窪、岡

村～今治） 

・地域公共交通確保維持事

業（離島航路補助）を活用し

持続可能な運行を目指す。 

支
線 

支線交通 

・路線バス（友浦・大島

営・BS・下田水線、早

川線、友浦線、伯方循

環線、宗方線、肥海線） 

・航路（津島～幸） 

・地域の生活拠点（交通結

節点）を中心として地域

内を運行する。 

・主に日常生活での移動

を担う。 

・交通事業者と協議の上、一

定以上の運行サービス水準

を確保する。 

・航路（波止浜～馬島、

今治～津島） 

・地域公共交通確保維持事

業（離島航路補助）を活用し

持続可能な運行を目指す。 

コミュニティ

交通 

・乗合タクシー（朝倉地

域、玉川地域） 

・他の交通が難しい地域

（交通不便地域）におい

て、生活基盤を支えるた

めに、幹線交通・支線交

通に接続する。 

・交通事業者と連携した取組

等により、一定以上の需要

を確保する。 

・乗合タクシー（吉海地

域） 

・地域公共交通確保維持事

業（フィーダー補助）を活用

し持続可能な運行を目指

す。 

タクシー 

・市内を営業するタクシ

ー事業者 

・個別輸送によるドアツー

ドアのきめ細やかな移動

を担う。 

・交通事業者と連携した取組

等により、持続可能な運行

を目指す。 
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(3) 将来の公共交通ネットワークイメージ 

将来における公共交通ネットワークのイメージを以下に示します。 

 

▼将来における公共交通ネットワークイメージ図 

 

 
幹線：地域間幹線系統確保維持費補助路線 

フィーダー：地域内フィーダー系統確保維持費補助路線 

航路：離島航路運営費等補助航路  
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(4) 地域公共交通確保維持改善事業の位置付け・必要性 

今治市の特性や実情に応じた生活交通ネットワークを確保・維持するため、国及び県の支援を受けつ

つ地域間幹線系統バス路線及び離島航路の運行を継続していきます。また、支線の一部については、

地域内フィーダー系統として確保に努めていきます。 

 

■地域間幹線系統確保維持費補助路線 

当該路線は、旧市町村の拠点間を連絡し、通勤通学、買物、通院等の移動を支えています。また、JR

今治駅や各支所を連絡し、公共交通ネットワークを構築する上で特に重要な役割を担っています。一方

で、バス事業者の経営環境は大変厳しく、住民の生活交通の確保・維持が困難となっていることから、

地域公共交通確保維持事業により地域間の幹線交通を確保・維持していく必要があります。 

番

号 

事業者

名 

起点・終点 

（経由地） 

キロ程 
運行回

数 

経常 

費用 

経常 

収益 
欠損額 収益率 

国県 

補助額 

市 

補助額 
人 

km 回 千円 千円 千円 ％ 千円 千円 人 

① 

瀬戸内

運輸㈱ 

今治営・菊間 

（大西） 
19.5 6.4 29,760 9,574 20,186 32.2 4,185 16,001 31,964 

② 
今治営・今治営 

（小部・渡し場） 
31.0 5.0 18,497 5,347 13,150 28.9 3,330 9,821 26,595 

③ 
今治営・今治営 

（渡し場・小部） 
31.0 6.1 22,511 7,287 15,224 32.4 4,982 10,242 24,408 

④ 
今治営・今治営 

（小部・郷山） 
31.0 4.9 18,150 7,958 10,192 43.8 6,667 3,525 20,450 

⑤ 
今治営・今治営 

（郷山・小部） 
31.0 5.4 19,764 7,592 12,172 38.4 4,941 7,231 26,205 

⑥ 
今治営・新居浜駅 

（西条） 
50.9 11.5 137,579 51,881 85,698 37.7 10,661 13,583 119,581 

国補助路線 小計 207.0 ― 263,304 94,149 169,155 35.8 42,436 65,266 266,876 

出典：今治市（令和 5年度） 

■地域内フィーダー系統確保維持費補助路線 

当該路線は、地域拠点である支所から周辺部の居住地や、買い物施設や病院等の生活必需施設を

連絡する近距離の路線であり、地域の移動手段としての役割を担っています。バス路線の廃止に伴う代

替交通手段として乗合タクシーを運行していますが、自治体だけでは維持が困難となっていることから、

地域公共交通確保維持事業により確保・維持していく必要があります。 

事業者名 運行区域 
キロ程 運行回数 

経常 

費用 

経常 

収益 
欠損額 収益率 国補助額 人 

km 回 千円 千円 千円 ％ 千円 人 

今治市（運行は交通

事業者に委託） 
吉海地域 ― 8 2,412 446 1,966 18.5 794 2,133 

国補助路線 小計 ― 8 2,412 446 1,966 18.5 794 2,133 

出典：今治市（令和 5年度） 

■離島航路運営費等補助航路 

市内有人離島を結ぶ公共交通機関として離島航路が運航されており、住民等の移動や生活物資の

輸送などの重要な役割を担っています。このことから、住民の生活を維持するため、地域公共交通確保

維持事業により離島航路を確保・維持していく必要があります。 

番

号 
事業者名 起点・終点 

キロ

程 

運行

回数 

経常 

費用 

経常 

収益 
欠損額 

収益

率 

国補助

額 

県補助

額 

市補助

額 
人 

km 回 千円 千円 千円 ％ 千円 千円 千円 人 

① ㈲くるしま 波止浜・馬島 3.8 10 68,136 5,652 62,484 8% 26,522 17,981 17,981 18,388 

② 津島渡船㈲ 今治・津島 12.0 1 14,485 584 13,901 4% 6,453 3,723 3,724 357 

③ 
シーセブン

㈲ 
尾浦・宮窪 4.0 7 50,856 6,255 44,602 12% 18,774 12,913 12,915 7,459 

④ 

市営 

せきぜん 

渡船 

岡村・今治 

（フェリー） 
22.4 4 

220,577 75,276 145,301 34% 70,755 37,272 37,274 69,187 
岡村・今治 

（旅客船） 
26.4 4 

国補助航路 小計 68.6 ― 354,054 87,767 266,288 25% 122,504 71,889 71,894 95,391 

出典：今治市（令和 5年度） 
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第4章 目指す姿の実現に向けて取り組む施策 
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4-1 施策体系 

 

第３章で示した将来的な目指す姿を実現していくため、今後、以下に掲げる施策について、順次取り

組んでいくこととします。 

 

▼施策体系 

 

 

施策体系と持続可能な開発目標（SDGs）との関連 

SDGsは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため

定められた国際目標です。 

本市においても、地域公共交通の確保・維持に関する施策を推進していくことで、SDGｓ

に示される以下の７つのゴールの実現に寄与することが期待されます。 
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4-2 施策内容 

(1) 目標１．暮らしを支える公共交通をつくる公共交通体系の構築、役割分担 

 

【施策１－１】 役割や利用状況に応じたネットワークの見直し 

関連する SDGs 

   

目 的 
持続可能な公共交通の実現に向けては、公共交通の役割を幹線・支線に整理し、運

行効率を向上させていくことが必要です。そこで、公共交通の持続性を高めていくた

め、ネットワークの見直しを行います。 

内 容 

・現状や国の動向等を踏まえ、長期的な公共交通ネットワークのあり方を検討します。 

・公共交通の役割を幹線と支線に整理し、その役割に応じた運行サービスを確保しま

す。なお、支所等の地域拠点から市中心部へ向かう路線を幹線、地域拠点を中心に地

域内を運行する路線を支線として位置づけ、ネットワークの再編を行います。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼公共交通ネットワーク形成の基本的な考え方（再掲） 

 

 ▼今治市での公共交通ネットワーク見直しの取組（玉川地域） 

 

実施者 今治市、交通事業者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   
公共交通ネットワークの見直し・再編 

将来ネットワークのあり方検討 
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【施策１－２】 地域の需要に応じた運行効率化、サービス改善 

関連する SDGs 

   

目 的 

地域にとって利用がしやすい公共交通にしていくためには、地域の移動実態・ニーズ

を踏まえた見直し・改善を行っていくことが必要です。そこで、利便性向上を図るため、

地域の需要に応じた運行効率化・サービス改善を行っていきます。 

内 容 

・地域との意見交換やワークショップ等を通じて、移動実態やニーズ等の把握を行い、

それを踏まえた運行効率化やサービス改善を行っていきます。 

・よりよい形で見直しされたサービスについては、他地域へ横展開を行い、市域全体の

効率化・利便性向上につなげていきます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

 ▼今治市でのサービス改善の取組（朝倉地域乗合タクシー） 

 

実施者 今治市、交通事業者、地域 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

 
     

 

  

地域の実態・ニーズを継続的に把握 

地域需要に応じて適宜サービスを改善＋必要に応じて横展開 
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【施策１－３】 地域による移動手段確保の検討  

関連する SDGs 

   

目 的 

一部地域では、路線バスの縮小・廃止に伴い乗合タクシーを導入し、移動の足を確保

していますが、今後も利用者減少・運転手不足が続くと、交通事業者や行政による運行

の維持が困難となってくる状況も想定されます。そこで、地域主体での移動手段確保や

自家用車・一般ドライバーの活用も見据え、支援・サポートを行います。 

内 容 

・交通事業者や行政による運行が困難な場合は、地域やＮＰＯによる自主運行も視野に

入れて、地域への支援・サポート等の実施を検討します。 

・国のライドシェア等の動向を踏まえながら、地域の自家用車や一般ドライバーの活用

可能性を検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼地域が主体となり運行するコミュニティタクシー【岡山県倉敷市】 

 
出典：倉敷市ＨＰ    

▼日本版ライドシェア（道路運送法 78条の３）の概要 

 
出典：国土交通省資料    

実施者 今治市、交通事業者、地域 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   地域や NPO等による移動手段確保の検討、実施 
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(2) 目標２．公共交通サービスの持続的な提供に向けた支援・連携 

 

【施策２－１】 路線バスや航路の維持に係る適切な支援  

関連する SDGs 

  

目 的 

利用者数の減少に伴い収益率は年々低下しており、行政の補助・支援がなければ公

共交通サービスを継続していくことが困難な状況です。そこで、持続的にサービスが提

供されるように、適切な行政支援を引き続き実施していきます。 

内 容 

・地域間を結ぶ幹線については、これまで同様、「地域公共交通確保維持事業（地域間

幹線系統確保維持費国庫補助金）」等の補助制度を有効活用しながら、維持・改善を

図っていきます。また、幹線と接続する支線（フィーダー系統）についても、「地域公共

交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）」の活用も視野に

入れ、再編を行います。 

・航路については、「地域公共交通確保維持事業（離島航路運営費等補助金）」を活用し

て、維持・改善を図っていきます。 

・その他、運行費の補助以外にも、利用促進につながる補助のあり方も検討します。 

実施者 今治市、交通事業者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

   
 

  

 

  

補助制度活用による地域公共交通の確保・維持 

利用促進につながる補助のあり方検討、実施 
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【施策２－２】 乗務員確保や免許取得に係る支援の検討  

関連する SDGs 

  

目 的 
交通事業者の乗務員不足が深刻化しており、それに伴うサービス水準低下が懸念さ

れます。そこで、公共交通を維持していくために必要となる交通事業者の担い手確保を

推進します。 

内 容 ・交通事業者や関係機関と連携して求職者とのマッチング促進を図ります。 

・第二種運転免許取得等の雇用促進に係る支援を行います。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

 ▼今治市で実施している乗務員確保に対する補助 

 
出典：今治市ＨＰ    

実施者 今治市、交通事業者、関係者（ハローワーク等） 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

      

 

  

乗務員確保や免許取得に係る支援の検討、実施 
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(3) 目標３．誰もが利用しやすいサービスの提供、環境づくり 

 

【施策３－１】 わかりやすい情報の発信  

関連する SDGs 

  

目 的 

公共交通の運行状況がわからず、利用を避けている人も一定存在している状況で

す。そこで、利用したいと思った時にストレスを感じることなく気軽に利用できるようにす

るため、ユーザー目線でのわかりやすい情報発信を行います。 

内 容 

・路線見直し等を踏まえ、公共交通マップや利用案内チラシ等を作成・更新します。 

・今治駅や今治港等の主要交通結節点での公共交通案内の改善等を検討します。 

・SNSを活用したわかりやすい情報発信に努めます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼今治市が作成している公共交通マップ／乗合タクシー利用案内チラシ 

  
出典：今治市ＨＰ    

▼ユーザー目線でのわかりやすい公共交通案内【群馬県前橋市】 

 

出典：前橋交通ポータルサイト    

実施者 今治市、交通事業者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

 
     

  

公共交通マップ及び利用案内チラシの作成・更新 

交通結節点における公共交通案内の改善検討、実施 
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【施策３－２】 待合環境や車両、駅の整備・改善  

関連する SDGs 

  

目 的 

地域公共交通の確保・維持にあたっては、年齢や障がいの有無等に関わらず、誰も

が利用しやすい環境をつくっていくことが求められます。そこで、公共交通の利便性を

向上させるため、待合環境の確保・改善等を行います。 

内 容 

・国の支援制度等を活用して、駅舎やバスターミナル、車両等のバリアフリー化を推進し

ていきます。 

・沿道のコンビニや商業施設などの民間施設とも連携する等、バス待ち環境の確保につ

いて検討を行っていきます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼車両のバリアフリー化にかかる国の支援制度 

 

出典：国土交通省ＨＰ   

▼コンビニ等と連携したバス待ち環境の確保【岐阜県岐阜市】 

 
出典：岐阜市ＨＰ   

実施者 今治市、交通事業者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   整備・改善の検討、実施 
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【施策３－３】 最新技術等を活用した利便性向上の検討 

関連する SDGs 

  

目 的 

地域公共交通の確保・維持にあたっては、利用のハードルをなくしてより使いやすい

ものにしていくことが求められます。そこで、公共交通の利便性を向上させるため、最新

技術の活用やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進を検討していきます。 

内 容 

・交通キャッシュレスアプリやＡＩオンデマンド交通の導入等を検討します。なお、新技術

の導入にあたっては、コストがかかる、利用方法がわかりにくい等の課題もあるため、

既に展開されているサービスや知見の取り込み等も検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

 ▼愛媛県で展開されている交通キャッシュレスアプリ 

【みきゃんアプリ】                   【しこくスマートえきちゃん】 

     
出典：みきゃんアプリ HP（㈱デジタルテクノロジー四国）             出典：四国旅客鉄道㈱HP   

 

▼AIオンデマンド交通のイメージ 

 
出典：日本版MaaSの推進ＨＰ（国土交通省）   

実施者 今治市、交通事業者、関係者（IT事業者等） 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   

  

技術進展のフォロー/導入検討、実施 
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(4) 目標４．まちづくりと連動した交通拠点づくり、ネットワーク形成 

 

【施策４－１】 交通結節点の機能強化、複合機能化の検討  

関連する SDGs 

     

目 的 

ＪＲ今治駅や今治港は、多様な交通モードが集積する交通結節点となっていますが、

多くの部分を駐車場が占める等、拠点機能を十分に発揮できていません。公共交通の

利用を促していくためには、人の移動を生み出していく必要があり、交通結節点が目的

地となることで、市民の外出機会の創出につながることが期待されます。そこで、公共交

通の利便性向上や賑わい形成を図っていくため、まちづくりと連動した交通拠点づくり

を行っていきます。 

内 容 

・鉄道や路線バス、タクシー、船舶、自転車、新たなモビリティを含めた多様な交通モード

が集積する拠点（モビリティハブ）として、交通結節点の機能強化、複合機能化を検討

します。なお、検討にあたっては、既存のサイクリング施設との連携を図るほか、地域の

イベント等ができる賑わいや交流を生む空間の形成や各交通モードへの接続等を考

慮します。 

・その他、支所などの地域拠点とも連携し、公共交通ネットワークの見直しとあわせて、

利用しやすい乗り継ぎ環境を確保していきます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼モビリティ拠点（モビリティハブ）のイメージ 

 
出典：国土交通省資料   

▼滞在空間整備や交流施設が併設されている駅前広場【山口県周南市】 

 
出典：周南市ＨＰ   

実施者 今治市、交通事業者、関係者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   交通結節点の機能強化、複合機能化の検討、実施 
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【施策４－２】 交通資源を活用した賑わい・拠点づくりの検討 

関連する SDGs 

     

目 的 

公共交通の利用を増やすためには、移動・外出機会を創出していくことが必要です。

鉄道の無人駅などを人が集う拠点とすることで、破損等の早期発見が期待でき、維持管

理負担の軽減も期待されます。そこで、既存の交通資源を有効活用して、外出機会につ

ながる拠点づくりを検討します。 

内 容 
・交通事業者や地域団体にヒアリング等を行い、市内無人駅や高架下スペースの活用

方法を検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼地域住民の交流拠点として活用されている市内無人駅（JR菊間駅） 

  
出典：今治市社会福祉協議会ＨＰ   

▼地域特色を活かした無人駅の活用【新潟県三条市】   ▼高架下を活用した交流拠点【京都府京都市】 

     
出典：EkiLab帯織ＨＰ                      出典：京都市ＨＰ 

実施者 今治市、交通事業者、関係者（NPO等） 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

 
     

  

拠点形成の検討、関係者調整 

ふれあいステーション菊間 

内容：地域の人が集い、コミュニケーションを図る 

日時：毎週水曜日 10:00～12:00 
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(5) 目標５．交通から観光の価値を高める連携・おもてなし 

 

【施策５－１】 観光需要に対応した情報発信、取組の検討  

関連する SDGs 

    

目 的 

サイクリング等の観光資源を活かしながら観光体験の充実化を図り、更なる誘客を推

進していくことが求められます。そこで、観光の価値を更に高めていくため、公共交通を

活かした観光の取組を推進していきます。 

内 容 

・公共交通で観光資源を周遊できるモデルコースを提案する等、観光需要に対応した情

報発信や取組を検討します。なお、観光振興の取組は、既に民間事業者を含めて様々

展開されていることから、既存の取組・サービスと連携して実施していきます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼今治市で展開されているサイクリングサポートアプリ 

 
出典：（一社）しまなみジャパン HP   

▼公共交通を組み込んだ観光モデルコース【宮崎県】 

 
出典：宮崎県公式観光サイト   

実施者 今治市、交通事業者、関係者（サイクリング事業者等） 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   観光需要に対応した情報発信、取組の検討、実施 
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(6) 目標６．市民、民間事業者、交通事業者、行政との連携・共創 

 

【施策６－１】 地域・交通事業者・行政による情報共有、 

意見交換の定期的な実施 

関連する SDGs 

  

目 的 

公共交通の見直しや改善には一定の時間を要する一方で、利用減少や運転手不足

等は加速化していくことが想定されるため、アジャイル型（迅速かつ柔軟に対応していく

手法）で、課題・状況に先回りして対応していくことが必要です。そこで、問題の早期発

見や効率性向上、関係性構築等を図るため、地域・交通事業者・行政によるコミュニケ

ーション・情報共有を実施していきます。 

内 容 

・行政、事業者、地域が連携を深めるため、協議会、分科会等による情報共有・意見交

換を定期的に実施します。 

・情報共有・意見交換を通じて、各種施策（路線の見直しや情報提供等）を展開してい

き、地域のニーズに適合した取組を効果的に進めていきます。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼今治市での地域との意見交換の様子（朝倉地域） 

                     

実施者 今治市、交通事業者、各地域 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   

  

適宜、実施 
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【施策６－２】 多様な関係者と連携・共創した取組の推進 

関連する SDGs 

     

目 的 

鉄道や路線バスなどの各交通機関がそれぞれの特性を活かして連携することで、効

率的な輸送体系の構築が期待されます。また、商業施設等と連携して公共交通利用者

にインセンティブを与えることで、公共交通の利用促進も期待できます。そこで、公共交

通の利便性向上及び利用機会醸成を図るため、多様な関係者と連携・共創による取組

を検討します。 

内 容 

・鉄道切符や定期券で路線バスを利用可能にする等、モーダルミックスの実現可能性を

検討します。 

・市内の目的地となる商業施設等と連携して、公共交通利用者への特典・インセンティブ

の実施を検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼愛媛県内で取り組まれているモーダルミックスの実証実験 

 
出典：四国旅客鉄道㈱ＨＰ  

実施者 今治市、交通事業者、関係者（商業施設等） 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   

 

  

取組の検討、実施 
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(7) 目標７．公共交通に対する認識の向上、利用の意識醸成 

 

【施策７－１】 モビリティマネジメントの実施 

関連する SDGs 

   

目 的 

市民に公共交通を利用してもらうためには、まずは、「知ってもらうこと」、「使いやす

いと感じてもらうこと」が重要です。そこで、公共交通に対する認識向上を図る、モビリテ

ィマネジメント（MM）を行います。 

内 容 

・路線見直し等を踏まえ、公共交通マップや利用促進チラシ等を作成・更新します。 

・その他、乗り方教室の実施や乗車体験機会を設ける等、公共交通の利用促進につな

がる取組を検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

▼今治市で実施している小学生への乗り方教室／大学生への利用促進チラシ 

      

▼乗合タクシーの出張乗り方教室【岐阜県瑞浪市】 ▼施設利用とセットになった乗車体験【石川県能美市】 

    
                       出典：瑞浪市ＨＰ                        出典：能美市ＨＰ   

実施者 今治市、交通事業者 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

    
 

 

 

実 施 
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【施策７－２】 公共交通を守り・育てる市民意識の醸成 

関連する SDGs 

   

目 的 

公共交通を維持していくためには、それを利用し支える“市民”が自分事として捉え、

“使わなければなくなってしまう”ということを理解してもらうことが必要です。そこで、公

共交通に対する市民の理解・意識を育んでいくため、講演やワークショップ等の取組を

検討します。 

内 容 

・交通事業者や学識者による講演や市民参加型のワークショップ等の企画・開催を検討

するほか、外部機関が開催している公共交通セミナーの周知・案内を行います。 

・講演やワークショップ等の取組を通じて、市民との関係体制を構築し、連携しながら公

共交通の利用促進や改善等につなげていくことを検討します。 

事例・ 

取組ｲﾒｰｼﾞ 

 ▼四国運輸局が開催している地域公共交通シンポジウム 

  

 

 

 

 

出典：四国運輸局ＨＰ  

実施者 今治市、交通事業者、大学、市民 

実施時期 

令和 7年

(2025年) 

令和 8年

(2026年) 

令和 9年

(2027年) 

令和１０年

(2028年) 

令和１１年

(2029年) 
次期計画 

  
 

   実 施 
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第5章 計画の推進方法 
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5-1 計画の進捗管理 

 

計画に位置付けた施策を着実に推進していくため、施策の実施状況に係る評価指標を設定した上

で、毎年度実施する今治市地域公共交通活性化協議会において、評価やモニタリングを定期的に行っ

ていきます。なお、評価・モニタリングの実施にあたっては、計画策定主体である市だけでなく、関係者が

それぞれの役割をもってデータの提供や分析・評価を行い、施策推進に向けて一丸となって取り組んで

いくものとします。 

 

 

▼計画期間全体における取組スケジュール 

 

 

 

▼各年度の計画推進スケジュール 
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5-2 評価指標及び目標値 

 

基本方針に基づき、計画期間中に達成すべき目標と、その達成状況を評価するための評価指標を以

下のとおり設定します。 

 

▼評価指標及び目標値 

 
※１ ５年後の計画改訂時に評価を実施予定 

※２ 地域交通法及び地域交通法施行規則において、設定することが求められている標準指標 
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参考資料・データ 
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1. 地域・公共交通の現状 

(1) 人口の状況 

1) 人口及び年齢構成の推移 

・近年、人口は減少傾向となっており、令和３２年には１０万人を下回る見込みとなっています。 

・高齢化率の上昇傾向が続いていますが、令和７年以降はほぼ横ばいになる予想となっています。 

 

出典：国勢調査（実測値）、今治市人口ビジョン（予測値） 

図 1 人口・世帯数の推移 

 

  

出典：国勢調査（実測値）、今治市人口ビジョン（予測値） 

図 2 年齢構成比の推移 

※今治市人口ビジョンの予測値 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（平成 30 年３月推計）に準拠した推計において、合計特殊出生率が令和 22(2040)年

までに 1.8、令和 42（2060）年までに 2.07まで上昇し、かつ若年層・子育て世帯（ここでは、０歳～39歳を若年層・子育て世帯とする。）

のうち、転入超過年代の純移動率を令和 22(2040)年までに令和 2（2020）年比で 1.05～1.2 倍上昇、若年層・子育て世帯のうち、転

出超過年代の純移動率を令和 22(2040)年までに令和 2（2020）年比で 0.98倍抑制とし、その後一定推移するとして推計したもの。 
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2) 人口分布の状況 

・陸地部のＪＲ今治駅を中心とした地域に人口が集中しています。 

・ＪＲの鉄道駅や支所付近の人口も多くなっています。 

 

 

出典：令和２年国勢調査 

図 3 人口の分布 
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3) 高齢者の分布状況 

・人口が集まっている市街地では高齢化率が比較的低い地域もみられますが、陸地部の中山間地

域や島しょ部では、高齢者化率が４０％以上となっている地域が多くなっています。 

 

 

出典：令和２年国勢調査 

図 4 高齢化（65 歳以上）の分布 
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4) 社会動態 

・転出超過が続いており、令和４年の社会動態（転入と転出の差）は、２３１人の減少となっています。 

 

  

出典：今治市統計資料 

図 5 転入数・転出数・社会増減数の推移 

  

-682
-751

-585 -546 -537

-742

-556 -591

-828

-609

-152 -116

-348
-447

-378

-773

-1,280

-231

4,165 4,103
3,8703,8673,652

3,3833,327
3,7293,733

4,111

4,621 4,649
4,508 4,616

4,831

3,650
3,575

4,861

4,8474,854

4,455 4,413
4,189 4,125

3,883

4,320
4,561

4,7204,7734,7654,856
5,063

5,209

4,423

4,855
5,092

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

社会増減数 転入数 転出数

（転入・転出数：人） （社会増減数：人）



 

46 

(2) 交通の状況 

1) 各交通手段の利用割合（今治市常住者） 

・自家用車の利用が約６割を占めており、平成１２年から令和２年にかけて増加しています。また、鉄

道・電車、バス等の公共交通の利用はあわせて３％程度となっています。 

 

 

出典：平成１２年・平成２２年・令和２年国勢調査 

図 6 各交通手段の利用割合（今治市常住者） 

 

2) 自家用車保有台数 

・世帯当たり、人口当たりともに年々微増傾向にあり、令和３年時点で１．１８台/世帯、０．５８台/人と

１世帯に１台以上、２人に１台以上の保有状況となっています。 

 

 

出典：今治市統計書 

図 7 自家用車保有台数の推移 
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3) 運転免許証返納状況 

・２０１９年まで運転免許証返納件数は、年々増加傾向にありましたが、２０２０年以降は減少傾向と

なっています。 

・運転免許証返納率は１％未満で推移しています。 

 

 

出典：愛媛県警察署 

図 8 運転免許証返納件数及び返納率の推移 

 

4) 交通事故発生状況 

・交通事故発生件数は年々減少傾向となっており、近年は３００件以下の発生となっています。 

 

 

出典：今治市統計書 

図 9 交通事故発生件数の推移 
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(3) 公共交通の状況 

1) 鉄道 

■運行状況 

・今治市内の鉄道はＪＲ予讃線が通っており、松山方面・新居浜方面を結んでいます。 

・主に普通電車は１～２本/時間、特急は１本/時間となっています。 

 

 

出典：四国旅客鉄道ＨＰ（令和６年１２月時点） 

図 10 鉄道ネットワークの状況 

 

 

出典：四国旅客鉄道ＨＰ（令和６年１２月時点） 

図 11 鉄道の運行状況（JR 今治駅時刻表）  

今治市内の駅 
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■利用状況 

・乗車人員は、今治駅の利用が最も多く、次いで伊予桜井駅の利用が多くなっています。 

・令和２年はコロナの影響により、全ての駅において減少しましたが、令和５年はコロナ前の約９割ま

で回復しています。 

 

 

 

(人/日) 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 

伊予桜井 241 253 276 280 269 279 291 256 238 251 237 

伊予富田 108 106 117 118 120 120 124 105 114 118 116 

今治 2,503 2,475 2,565 2,470 2,488 2,300 2,254 1,714 1,755 1,923 2,089 

波止浜 103 104 118 122 130 117 115 81 81 86 90 

波方 81 72 69 66 61 68 67 60 60 63 57 

大西 204 188 198 191 190 190 153 138 138 128 130 

伊予亀岡 102 94 91 87 86 77 69 61 61 47 37 

菊間 239 237 233 213 214 208 179 157 157 132 116 

出典：四国旅客鉄道 

図 12 駅別の利用者数（乗車人数） 
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2) 航路 

■運航状況 

・航路は陸地部と島しょ部間を結ぶ路線と島しょ部間を結ぶ路線の計８路線が運航しています。 

 

 

出典：今治市 

図 13 航路ネットワークの状況 

表 1 運航状況 

航路会社 路線 
運行 
距離 
(km) 

便数（便/日） 運行時間 

備考 
平日 休日 出発地 

平日 
（始発ー最終） 

休日 
（始発ー最終） 

㈲くるしま 
波止浜 
～馬島 

3.8 20 20 
波止浜 
馬島 

7:05-18:30 
8:20-17:50 

7:05-18:30 
8:20-17:50 

市補助 
国県補助 

津島渡船㈲ 今治～津島 12.0 2 2 
津島 
今治 

8:00 
12:10 

8:00 
12:10 

市補助 
国県補助 

シーセブン㈲ 尾浦～宮窪 4.0 14 12 
尾浦 
宮窪 

7:00-18:40 
7:25-19:00 

7:00-17:20 
7:25-17:45 

市補助 
国県補助 

市営 
せきぜん渡

船 

岡村～今治
（フェリー） 

22.4 8 8 
岡村 
今治 

6:50-16:15 
8:25-17:50 

6:50-16:15 
8:25-17:50 

直営 
国県補助 

岡村～今治
（旅客船） 

26.4 8 8 
岡村 
今治 

6:20-17:35 
7:20-19:00 

6:20-17:35 
7:20-19:00 

直営 
国県補助 

市営 
さざなみ渡船 

津島～幸 4.0 6 6 
津島 
幸 

7:20-16:00 
7:40-17:10 

7:20-16:00 
7:40-17:10 

委託 

大三島 
ブルーライン

㈱ 
今治～木江 16.3 22 22 

今治 
木江 

6:30-18:30 
7:40-18:45 

6:30-18:30 
7:40-18:45 

市補助 
他町補助 

芸予汽船㈱ 今治～土生 19.8 10 8 
今治 
土生 

6:00-17:20 
6:22-18:40 

6:20-17:20 
7:45-18:40 

市補助 
他市町補助 

大三島 
フェリー㈱ 

盛～忠海 7.0 20 20 
盛 
忠海 

7:00-18:40 
7:30-19:10 

7:00-18:40 
7:30-19:10 

― 

※便数は往路・復路をそれぞれ 1便としてカウント  

出典：各事業者ＨＰ（令和６年１２月時点）  

【渡船】 
尾浦～宮窪 

【快速線】 
今治～土生 

【渡船】 
今治～津島 

【渡船】 
波止浜～馬島 

【フェリー】 
岡村～今治 

【渡船】 
津島～幸 

【旅客線】 
岡村～今治 

【フェリー】 
今治～木江 

【フェリー】 
盛～忠海 
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■利用状況 

・輸送人員は減少傾向となっており、令和５年は約３０万人の利用となっています。 
 

 

※集計期間  平成 18年度～平成 28年度：4月～翌年 3月（全航路） 

平成 29年度以降：4月～翌年 3月（市営せきぜん渡船、市営さざなみ渡船、大三島ブルーライン㈱）、 

前年 10月～当年 9月（津島渡船㈲、シーセブン㈲、㈲くるしま）、1月～12月（芸予汽船㈱） 

出典：今治市 

図 14 輸送人員と航送台数 

 

 

■収益率及び行政の補助状況 

・収益率は近年減少傾向にあり、現在は３6％となっています。それに伴い、市の補助額は増加傾向となっ

ています。 

・補助額は全体で約４．６億円、今治市の補助額は約１．８億円となっています。 

 

 

※補助対象期間：大三島ブルーライン㈱は 4月～翌年 3月、芸予汽船㈱は 1月～12月、その他は前年 10月～当年 9月 

出典：今治市 

図 15 収益率・行政による補助の状況 
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3) 路線バス 

■運行状況 

・陸地部の路線を瀬戸内運輸㈱、島しょ部の路線を瀬戸内海交通㈱が運行しています。 

・瀬戸内運輸㈱は今治駅を中心に放射線状にネットワークを形成しており、主に市内陸地部と西条・

新居浜方面を結ぶ路線、島しょ部・松山方面を結ぶ特急線を運行しています。 

・瀬戸内海交通㈱は、主に各島内をめぐる路線と島しょ部間と陸地部を結ぶ急行線を運行していま

す。 

 

 

出典：瀬戸内運輸㈱、瀬戸内海交通㈱（令和６年１２月時点） 

図 16 バス路線図（バス会社別）  

鉄道

道路

航路

瀬戸内運輸

瀬戸内海交通
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出典：瀬戸内運輸㈱HP（令和６年１２月時点） 

図 17 路線バスネットワークの状況（瀬戸内運輸㈱） 
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出典：瀬戸内海交通㈱ＨＰ（令和６年１２月時点） 

 

図 18 路線バスネットワークの状況（瀬戸内海交通㈱）  
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表 2 路線バスの運行状況 

バス会社 路線 

運行 

距離 

(km) 

便数（便/日） 運行時間 

備考 
平日 休日 出発地 

平日 

（始発ー最終） 

休日 

（始発ー最終） 

瀬戸内 

運輸 

桜井団地循環線

唐子台循環線 
20.9  17 11 

今治桟橋 

今治桟橋 

6:55-18:28 

6:35-17:37 

8:46-17:17 

7:42-16:21 

市補助 

県補助 

桜井団地線 8.1 6 0 
桜井団地 

今治桟橋 

8:45-11:58 

8:00-11:21 

― 

― 
市補助 

菊間線 19.5  14  5 
菊間 

今治営 

7:20-17:23 

6:58-17:38 

8:50-12:33 

9:37-11:47 

市補助 

国県補助 

星之浦線 11.6 6 2 
星之浦 

今治営 

7:01-13:34 

10:37-18:38 

13:34 

12:54 
市補助 

小部・波方ループ

線 
31.0  25 13 

今治営 

波止浜 

今治営 

6:44-17:45 

6：50 

7:07-18:47 

7:29-12:35 

― 

09:13-17:13 

市補助 

国県補助 

小浦大浜線 20.3  4 3 今治営 8:45-16:50 8:45-13:10 市補助 

イオン線 8.3 22  21 
イオン新都市 

今治営 

8:00-21:20 

8:02-19:55 

8:50-21:20 

8:02-19:55 

市補助 

県補助 

玉川支所線 9.5 1 0 玉川支所 7：09 ― ― 

新居浜線 50.9  23  21 
新居浜 

今治営 

6:41-18:02 

7:03-18:13 

6:41-18:02 

7:03-18:13 

市補助 

他市分補助 

国県補助 

桜井線 10.7  2 0 
今治営 

志々満ヶ原 

17:40 

7:14 
― ― 

周桑営業所線 

24.4 2 2 
東予港 

今治営 

6:20 

19:50 

6:20 

19:50 

市補助 

他市分補助 

27.2 3 1 
小松総合支所前 

今治営 

7:03 

7：28-17：08 

― 

17：08 
― 

特急線 82.3  18 16 

今治桟橋 

宮浦港 

伯方島 BS 

松山 

今治桟橋 

6:38-13:12 

6:28-15:00 

7：40 

9:00-19:00 

6:51 

6:38-13:12 

6:28-15:00 

― 

9:00-19:00 

― 

― 

シャトルバス 7.4  10 11 

イオン新都市 

今治桟橋 

今治駅 

13:00-19:30 

― 

8;15-15:00 

12:00-19:30 

13：30 

10:00-15:00 

― 

瀬戸内 

海交通 

急行線 38.3  32 16 

宮浦港 

伯方島 BS 

今治桟橋 

済生会今治 

6:40-19:00 

6:20-7:21 

7:14-21:15 

13：05 

6:40-18:00 

― 

8:35-20:15 

― 

― 

友浦・大島営 ・

BS・下田水線 
13.8 23 19 

下田水 

友浦 

7:54-18:53 

8:04-18:09 

8:09-17:38 

7:52-17:03 

市補助 

県補助 

早川線 5.5  20  18 
早川 

大島営 

8:40-18:08 

8:15-17:56 

8:44-18:08 

8:30-17:56 

市補助 

県補助 

友浦線 3.9  5 3 
友浦 

大島営 

16:18-19:21 

7:53-13:30 

17:31-18:08 

7:41 
市補助 

伯方循環線 17.8  21  11  
伯方島 BS 

伯方島 BS 

6:26-17:27 

6:35-18:34 

8:07-15:42 

7:17-15:42 

市補助 

県補助 

宗方線 11.4  20  16  
宗方港 

宮浦港 

8:00-18:31 

7:26-17:55 

8:00-17:44 

7:26-17:05 

市補助 

県補助 

肥海線 6.0  16  10  
肥海 

宮浦港 

7:16-17:45 

7:05-17:35 

8:01-16:51 

7:51-16:41 
市補助 

※便数は往路・復路をそれぞれ 1便としてカウント 

出典：出典：各事業者ＨＰ（令和６年１２月時点） 
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■利用状況 

・輸送人員は全体的に減少傾向となっており、令和５年は約１２３万人の利用となっています。 

 

※集計期間 4月～翌年 3月 

出典：今治市 

図 19 バス輸送人員 

 

■収益率及び行政の補助状況 

・瀬戸内運輸㈱の収益率はコロナの影響により、令和２年以降は急激に減少しており、令和５年は３

３％となっています。瀬戸内海交通㈱も減少傾向にあり、令和５年は２１％となっています。 

・収益率の減少に伴い、補助額は増加しており、令和５年で全体の補助額は約３．７億円、今治市の補

助額は約２．２億円となっています。 

    

    

※補助対象期間：前年 10月～翌年 9月 

出典：今治市 

図 20 バスの収益率・補助の状況  
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4) 高速乗合バス 

■運行状況 

・瀬戸内運輸㈱は共同運行により、今治と東京方面を結ぶパイレーツ、神戸・大阪方面を結ぶいしづ

ちライナー、広島・福山方面を結ぶしまなみライナー、福岡方面を結ぶ道後エクスプレスの高速乗

合バスを運行しています。 

 

 

出典：今治市 

図 21 高速乗合バスネットワークの状況 

 

表 3 高速乗合バスの運行状況 

バス会社 
路線 

（路線名） 

運行 

距離 

(km) 

便数（便/日）※1 運行時間 

平日 休日 出発地 
平日 

（始発ー最終） 

休日 

（始発ー最終） 

・瀬戸内運輸 

・東急バス 

今治～東京 

（パイレーツ） 
832 2 2 

今治駅前 18:35 18:35 

渋谷ﾏｰｸｼﾃｨ 20:20 20:20 

・瀬戸内運輸 

・阪神バス 

今治～神戸・大阪 

（いしづちライナー） 
314 7 8 

今治駅前 8:30-15:30 8:30-15:30 

大阪梅田 8:00-19:00 8:00-19:00 

・瀬戸内運輸 

・伊予鉄バス 

・伊予鉄南予バ

ス 

松山・今治～福岡 

（道後エクスプレス

ふくおか号） 

510 2 2 

松山室町営業所 
21:00 

  (23:05)※2 

21:00 

  (23:05)※2 

西鉄天神高速 

バスターミナル 

21:10 

  (5:50)※2 

21:10 

  (5:50)※2 

・瀬戸内運輸 

・広交観光 

・瀬戸内しまなみ 

リーディング 

今治～広島 

（しまなみライナー） 
148 6 6 

今治桟橋 8:40-17:52 8:40-17:52 

広島バスセンター 7:50-19:10 7:50-19:10 

・瀬戸内運輸 

・中国バス 

・鞆鉄道 

・瀬戸内しまなみ 

リーディング 

今治～福山 

（しまなみライナー） 
77 32 32 

今治桟橋 6:13-19:23 6:13-19:23 

福山駅前 7:00-20:55 7:00-20:55 

※1 便数は往路・復路をそれぞれ 1便としてカウント 

※2 今治駅前出発・到着時間 

出典：瀬戸内運輸㈱ＨＰ（令和６年１２月時点） 
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5) タクシー 

■運行状況 

・陸地部に２２社、島しょ部に３社が営業を行っています。 

 

 

出典：今治市 

図 22 タクシー営業所の状況 
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6) 乗合タクシー 

■運行概要 

・今治市地域公共交通活性化協議会が主体となり、３地域で乗合タクシーを運行しています。 

・朝倉地域及び吉海地域では令和４年４月より、玉川地域では令和５年１０月より運行開始していま

す。 

 

表 4 運行内容（令和７年１月時点） 

 
運行日 

運行 

便数 
運賃 利用方法 運行形態 運行主体 

朝倉 

地域 

朝倉地域内の

移動 

月～日 ６便 大人：４００円 

小人：２００円 

乗車する

便の出発

２時間前

までに電

話で予約 

道路運送

法第４条

（ 一 般旅

客自動車

運送事業

の 許可 ）

での運行 

今治市地

域公共交

通活性化

協議会 

朝倉地域⇔ 

旧市内エリア 

月～日 各６便 大人：８００円 

小人：４００円 

吉海 

地域 

椋名・田浦内

の移動 

月～日 ４便 大人：４００円 

小人：２００円 

吉海支所周辺

⇔椋名・田浦 

月～日 各４便 大人：４００円 

小人：２００円 

玉川 

地域 

玉川地域内の

移動 

月～日 ６便 大人：４００円 

小人：２００円 

玉川地域⇔ 

旧市内エリア 

月～日 各６便 大人：８００円 

小人：４００円 

※朝倉地域及び吉海地域：令和６年１０月より運行内容を変更 

※玉川地域：令和７年１月より運行内容を変更 

出典：今治市 
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 変更前 変更後 

朝倉地域 
 

令和６年１０

月より運行内

容を変更 

 
 

※運行範囲を拡大 

※乗降場所を指定停留所から任意の場所に変更 

吉海地域 
 

令和６年１０

月より運行内

容を変更（運

行範囲は変

更なし） 

 
※乗降場所を指定停留所から任意の場所に変更 

玉川地域 
 

令和７年１月

より運行内容

を変更（運行

範囲は変更

なし） 

 
※乗降場所を指定停留所から任意の場所に変更 

出典：今治市 

図 23 運行範囲 
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■利用状況（各月の延べ利用人数） 

・吉海地域や玉川地域では、利用者が２００人前後で推移しています。 

・朝倉地域は、５０人未満の利用となっていましたが、運行内容変更後は 50～70 人程度の利用が

みられます。 

 

    

    

    

出典：今治市 

図 24 利用状況 
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(4) 観光の状況  

1) 県内観光地区別の県外観客数の推移 

・県内では松山圏域に次いで県外観光客数が多くなっています。 

・コロナの影響で、令和２年は約１４０万人まで減少しましたが、令和５年にはコロナ前の水準にまで

回復し、約３００万人が来訪しています。 

 

 

出典：愛媛県オープンデータカタログサイト 

図 25 県内観光地区別の県外観客数の推移 

 

2) レンタサイクルの貸出数 

・平成２４年以降は増加傾向にあり、約６万台前後で推移していましたが、コロナの影響で、令和２

年、令和３年の貸出数は約３万台まで減少しました。なお、令和５年にはコロナ前と比べて８割近く

まで回復し、約５万３千台となっています。 

 

出典：今治市統計書、今治市 

図 26 レンタサイクル貸出数 

964 989 964 932 1,043

569 538

614 734

3,190 3,217 3,206
2,915

3,123

1,593
1,415

2,339

2,918

5,763 5,824 5,835
5,667

5,822

4,034
3,863

4,486

4,970

599 671 574 531 525 286 306 377 425

807 801 749 705 755
502 461

684 738

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

東予東部圏域 今治圏域 松山圏域 八幡浜・大洲圏域 宇和島圏域

（千人）

36,622

41,12242,228

57,117

67,012

62,348

66,372

58,304

64,164

32,219
30,867

51,913
53,462

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

(台)



 

63 

3) 観光客の入込状況 

・観光入込客数は、平成２４年以降増加傾向でありましたが、コロナの影響で、令和２年以降は大き

く減少しています。なお、令和５年にはコロナ前と比べて８割近くまで回復しています。 

・約７～８割を県外客が占めており、宿泊客数は２割程度となっています。 

 

 

 

出典：今治市統計書、今治市 

図 27 観光客の推移(県内外) 

 

 

 

出典：今治市統計書、今治市 

図 28 観光客の推移(日帰り・宿泊) 
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4) 観光に関するその他の取組 

■ナショナルサイクルルートの指定 

・ＪＲ尾道駅前から愛媛県今治市のサンライズ糸山を結ぶ全長７０㎞の「しまなみ海道サイクリングロ

ード」が、令和元年１１月に第１次ナショナルサイクルルートに指定されています。  

 

 

ナショナルサイクルルートとは 

優れた観光資源を走行環境や休憩・宿泊機能、情報発信など様々な取組を連携させたサイクルツ

ーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地域の創生を図るため、ソフト・ハー

ド両面から一定の水準を満たすルートを国が指定することで、日本を代表し、世界に誇りうるサイクリ

ングルートとして国内外にＰＲを行い、サイクルツーリズムを強力に推進していくもの。 

 

 

 

観点 指定要件 

ルート設定 サイクルツーリズムの推進に資する魅力的で安全なルートであること 

走行環境 
誰もが安全・快適に走行できる環境を備えていること 

誰もが迷わず安心して走行できる環境を備えていること 

受入環境 

多様な交通手段に対応したゲートウェイが整備されていること 

いつでも休憩できる環境を備えていること 

ルート沿いに自転車を運搬しながら移動可能な環境を備えていること 

サイクリストが安心して宿泊可能な環境を備えていること 

地域の魅力を満喫でき、地域振興にも寄与する環境を備えていること 

自転車のトラブルに対応できる環境を備えていること 

緊急時のサポートが得られる環境を備えていること 

情報発信 誰もがどこでも容易に情報が得られる環境を備えていること 

取組体制 
官民連携によるサイクリング環境の水準維持等に必要な取組体制が確立さ

れていること 

 

出典：国土交通省ＨＰ（ナショナルサイクルルート） 

図 29 ナショナルサイクルルートについて 
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■サイクリングしまなみ 

・国内外から数千人規模のサイクリストが参加する日本最大級のファンライドイベント「サイクリング

しまなみ」が、平成２６年から２年に１度実施されており、イベント開催時には多くの来訪者が見込ま

れています。 

 

 

 

 

出典：サイクリングしまなみ２０２４ＨＰ 

図 30 サイクリングイベント（サイクリングしまなみ）の大会概要 
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出典：サイクリングしまなみ２０２４ＨＰ 

図 31 サイクリングイベント（サイクリングしまなみ）のコース 
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2. 市民の移動実態・ニーズ 

令和６年度今治市市民アンケート調査で把握した、市民の移動実態や交通に対するニーズ等を以下

に示します。 

 

(1) 移動・交通の状況 

・普段利用している交通手段では、６０歳代・７０歳代でも８割～９割が自動車を利用しています。ま

た、８０歳以上になるとバス、タクシー等の公共交通の利用も増えています。 

・普段の外出頻度は、「週に５日以上」が、７割以上を占めていますが、６０歳代以上になると外出頻

度が減少し、７０歳代・８０歳代で約３割～４割となっています。 

 

 

【年齢別】                           【居住地別】 

   

 

図 32 普段利用している移動手段 

 

 

【年齢別】                           【居住地別】 

   

 

図 33 普段の外出頻度 
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(2) 移動手段の不足に対する現状・対応 

・控えている行動がある人は全体で２割程度となっています。特に８０歳代以上は控えている行動が

ある割合が大きく、多くが家族や友人等に送迎を頼むのが難しいことを理由として挙げています。 

・将来の外出に対して全体で７割程度不安があると回答しており、特に高齢者になるほどその割合

は大きくなっています。また、旧今治市外や島しょ部においても不安と回答する割合は大きくなって

います。 

 

【年齢別】                           【居住地別】 

  

図 34 控えている行動の有無 

 

【年齢別】                           【居住地別】 

   

図 35 控えている理由 

 

【年齢別】                           【居住地別】 

  

図 36 将来の外出に対する不安 
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(3) 公共交通に対する評価、考え 

・公共交通サービスに対する満足度は、移動手段によらず、不満が約４割～５割を占めています。 

・行政の支援に対する考えでは、｢公的な社会基盤としてもっと使いやすくなるようにしていくべき。

補助が増えてもよい｣、｢ある程度の支援は仕方がない。現状のやり方を続けてもよい｣等の支援に

対する肯定的な回答が８割程度と多くなっています。 

 

 

 

 

図 37 公共交通サービスに対する満足度 

 

 

 

図 38 行政支援に対する考え 
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3. 今治市の上位計画・関連計画 

(1) 上位計画 

1) 第２次今治市総合計画 

第２次今治市総合計画では、まちの将来像として、「ずっと住み続けたい “ここちいい（心地好い）” 

まち いまばり あの橋を渡って 世界へ 未来へ」を掲げており、その実現を目指すための施策展開

の方向「この地を思う」において、安全・安心・快適に暮らしていける基盤づくりのために、交通体系の

維持・確保を行っていくことを主要な施策として掲げています。 

 

    

 

図 39 まちの将来像および実現に向けた主要施策 
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2) 今治市都市計画マスタープラン 

今治市都市計画マスタープランでは、都市づくりの理念として、｢瀬戸内の魅力を活かし 地域の暮

らしを守る都市づくり｣を掲げ、都市づくりの５つの目標を設定しています。公共交通に関しては、目標

１の「適正な拠点配置と土地利用による持続可能な生活圏の形成」の達成に向けて、拠点や地域を結

ぶ公共交通機関の維持や充実を推進していくこととしています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40 都市づくりの理念・目標および将来都市構造 
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(2) その他の関連計画 

1) 今治市中心市街地まちづくり構想（今治市中心市街地デザインブック） 

今治市中心市街地まちづくり構想では、今治市中心市街地の課題として、「交通結節点の強化と歩

行者・自転車動線の質と量の向上」が整理されており、それを解決するまちづくりの方針として、「今治

駅をサイクリスト関連施設と連携させ、次世代の交通結節点として機能充実を図っていくこと」、「今治

港での活動・交流を他エリアに波及させ、回遊を促していくこと」等を掲げています。 

 

 

  
 

 

 

 
 

図 41 中心市街地の課題とエリアごとのまちづくりの方針（案）  
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2) 今治市観光振興計画 

今治市観光振興計画では、「地域活性化（地域経済活性化・シビックプライドの醸成・自然や文化の

保全及び活用等）を観光振興施策により達成すること」を観光振興の目指すべき姿とし、その実現に

向けて４つの目標を設定しています。公共交通に関しては、課題２｢受入環境整備に関する課題｣に対

するハード・ソフト両面の快適な旅行環境の提供として、二次交通の改善、キャッシュレス決済、多言

語対応の案内標識等を掲げています。 

 

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42 計画目標および課題・施策 
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3) 第二次今治市環境基本計画 

第二次今治市環境基本計画では、「脱炭素社会の形成 美しい地球を未来へつなぐまちづくり」を

基本目標のひとつに掲げており、目標の達成に向けた施策として、路線バスや鉄道をはじめとした脱

炭素な移動手段を推進していくこととしています。 

 

 

 

 

 

図 43 基本目標と施策 
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4) 第二次今治市健康づくり計画「バリッと元気」 

第二次今治市健康づくり計画「バリッと元気」では、「市民一人ひとりが自己の選択に基づいて、主

体的に健康づくりに取り組むとともに、地域全体でこれを支援する環境を整備し、個人と地域の健康

づくりを推進する」ということを基本理念としており、身体活動・運動の分野における取組として、「身

体活動量を増やすこと」、「運動習慣がある人を増やすこと」を目標としています。 

 

 

 

図 44 基本理念および取組内容 
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5) 愛媛県地域公共交通計画 

愛媛県地域公共交通計画では、「多様な関係者の共創による、使いやすく維持可能な公共交通ネ

ットワークの確保」を基本方針として掲げており、これに基づき、愛媛県の公共交通が抱える課題と対

応する形で、「既存公共交通網の再編・最適化」、「公共交通を使いたくなる環境整備」、「サービスや

運営の高度化」、「運転手等の確保・魅力向上」、「公共交通に対する愛着形成」を計画目標として設

定しています。 

 

    

 

図 45 基本方針および東予地域における公共交通ネットワークの構築方針
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